


【国保】 
 

J-71 導尿（尿道拡張を要するもの）（尿培養） 

 

《令和 8 年 3 月 5 日新規》  

 

○ 取扱い 

 原則として、カテーテルを用いた採尿を行った場合、導尿（尿道拡張を

要するもの）の算定は認められない。 

 

○ 取扱いの根拠 

 尿培養の目的で実施するカテーテルを用いた採尿は処置を目的とした

ものではないため、J064 導尿（尿道拡張を要するもの）を算定すること

は認められないと整理した。 

 


